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※制度の詳細や、推奨された端末及び機能の一覧等は、東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部ホームページをご参照ください。

　東京都では、保護者が、青少年に持たせる携帯電話等の端末やアプリケーションを選ぶ際の目安・
参考としてもらうため、青少年がインターネットを利用して、その健全な育成を阻害するおそれがあ
る情報を得ることがないよう必要な配慮を行っているものを推奨しています。

概　　要

推奨対象

　小学生程度であればインターネット上の Web サイトの利用ができないこと、中学生程度であ
れば生活習慣を乱すような利用及び依存的な利用を抑止することなど、青少年の健全な育成に配
慮した携帯電話やスマートフォン等の端末を対象としています。

端末推奨

　インターネット接続機器に利用者が付加することができ、青少年のインターネット利用に伴う危
険性（自画撮り被害、自殺や犯罪、いじめなど）の除去に資するものとして、青少年を健全に育
成する上で有益であると認められる機能を対象としています。

機能推奨
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東京都青少年の健全な育成に関する条例第８条の規定に基づき指定された図書類・がん具類・刃物は、
それぞれ「８条指定図書類」「８条指定がん具類」「８条指定刃物」と表記しています。
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ビニール包装、ひも掛け等をする。
　図書類販売業者等は、８条指定図書類を
青少年が閲覧できないように包装しなけれ
ばなりません。
　また、図書類発行業者は、表示図書類に
ついて包装に努めなければなりません。
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　都は、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものとして、以下の指定基準に該当する図書類を、青少年への
販売・閲覧等の禁止や区分陳列が義務付けられる図書類として指定することができます。（指定された図書類を「８条
指定図書類」といいます。）

　図書類の指定に当たっては、自主規制団体（出版業界等）の意見を聴取した上、第三者機関である「東京都
青少年健全育成審議会」に諮問する手続きを行っています。

　図書類販売業者等は、８条指定図書類を他の図書類と明確に区分陳列し、営業の場所の容易に監視することの
できる場所に置かなければなりません。（区分陳列）
　また、表示図書類についても区分陳列するよう努めなければなりません。
　この他、８条指定図書類等の陳列場所には、青少年への販売等を制限する掲示をしなければなりません。

　図書類発行業者は、図書類の指定基準（P4（1））に照らして、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認
められる図書類に、「青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない」旨の表示をするよう努めなければなりませ
ん。（このような表示を付した図書類を、「表示図書類」といいます。）

※ただし、スペースがない販売店などが、上記方法による区分陳列を講じることが困難な場合は、レジから直近の場所で
　店員が容易に見通せるところに８条指定図書類を陳列する方法も区分陳列方法として認められます。

　図書類発行・販売業者は、以下の図書類について、青少年に販売、頒布、又は貸し
付け等しないよう、自主的な取組に努めなければなりません。
①青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺もしくは犯罪を誘発するもの

　図書類販売業者等は、８条指定図書類を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはなりません。
　また、図書類販売業者等は、表示図書類を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければな
りません。
　何人も、青少年に８条指定図書類、表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければなりません。

①青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺もしくは犯罪を誘発するもの

３ 青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類の青少年への販売等の制限

東京都青少年健全育成審議会における図書類の指定の流れ

知事は、出版社等に対し、その発行物等が短期間に繰り返し指定を受けた場合は、勧告・公表することができます。

（3）８条指定図書類・表示図書類の青少年への販売等の制限（第９条，第９条の２）

（2）都による図書類の指定（第８条）

（4）８条指定図書類・表示図書類の包装（第９条，第９条の２）
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の
指
定

（5）８条指定図書類・表示図書類の区分陳列（第９条，第９条の２）
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・一度着用した下着等を売却するように勧誘すること

・接待飲食等営業の客となるように勧誘すること

・性風俗関連特殊営業で接客業務に従事するように勧誘す
　ること

運転免許証等により顧客の年齢を確認することによって、青少年
が収納物を購入等できない措置を施さなければなりません。

　何人も、青少年から質入れ・古物売却の委託を
受けないよう努めなければなりません。

（ア）がん具類の販売業者は、８条指定がん具類を青少年に販売し、又は頒布してはいけません。

（イ）何人も、８条指定刃物を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはいけません。

８条指定がん具類

８条指定刃物

４ ８条指定がん具類、８条指定刃物の青少年への販売等の制限（第13条，第13条の2）

　図書類や特定がん具類を販売・貸付けする自動販売機
等を設置するときは、各機ごとに管理者を定め、届出をし
なければなりません。
　また、届出内容は見やすい位置に表示しなければなり
ません。

　８条指定図書類又は８条指定がん具類（特定がん具類
に限る）を収納してはいけません。
　また、収納されている図書類、がん具類が８条指定図書
類、８条指定がん具類となったときは、直ちに撤去しなけれ
ばなりません。

　上記（ア）、（イ）に違反した場合には、30万円以下の罰金に処せられます。
　特定がん具類（※）である８条指定がん具類の場合、違反者に対しては
警告が発せられ、それに従わず、なお、違反した場合には、30万円以下の
罰金に処せられます。
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・青少年の性に関する健全な判断能力の育成を図ります。
・性に関する判断能力が形成途上であることに起因して健全育成が阻害されないよう、普及啓発等に取り組み
ます。

ファミリeルール

ファミリeルール講座ファミリeルール講座ファミリeルール講座

ホームページ　https://www.e-rule.metro.tokyo.ｌｇ.jp/
メールアドレス　info@e-rule.jp

　近年、インターネットの利用に伴うトラブルが多く発生しており、大人の知らないところで子供たち
が被害に巻き込まれたり、逆に加害者になってしまうような問題も起こっています。
　東京都では、大人にも子供にも、ネットの安全利用についての理解を深めてもらえるよう、その危険
性やトラブル防止策等を学ぶことのできる「ファミリe ルール講座」を開催します。
　「自画撮り被害」など様々な被害の実態やその防止策等の最新情報のほか、ネットトラブルを回避す
るための基礎知識を身に付ける「基礎講座」と、家庭でのルール作りを支援する「保護者同士のグルー
プワーク」など、ニーズに応じて選ぶことができる「選択講座」があります。

「自画撮り被害」をはじめ、青少年がネット・スマホを利用していてトラブルに遭った際
には、相談窓口「こたエール」に御相談ください。

https://www.tokyohelpdesk.metro.tokyo.lg.jp/

相談は無料

保護者の方からの相談もOK

詳細はホームページをご確認ください

電話相談

LINE相談

秘密は守ります

24時間 いつでも受付中！

友だち登録、相談はこちら▶

月～土曜日 15時～21時 ※祝日・年末年始を除く

インターネット な　  や　  み　 ゼロ　 に

子供のネットやスマホのトラブル相談はこたエール

メール相談

こたエール 検索

　都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の
施策の推進に努めます。

（１）都の責務（第１８条の１０）

月～土曜日 15時～21時 ※祝日・年末年始を除く
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　「フィルタリング」とは、インターネット上の青少年にとって有害な情報
を閲覧できないようにアクセス制限する機能です。

～フィルタリングを利用することで、アクセスを制限できるサイトの例～
　 ①アダルトサイト・出会い系サイト　　④ショッピングサイト
　 ②犯罪・違法薬物等のサイト　　　　　⑤ギャンブル、金融サイト
　 ③動画、音楽、ゲームサイト　　　　　⑥SNS、掲示板

東京都がおすすめする「子供をネットトラブルから守る家庭での取組」
　【機能活用】フィルタリング、ペアレンタルコントロール
　【教育活動】親子のコミュニケーション、家庭でのルール作り

① 保護者に対して、以下の事項を説明するとともに、説明書を交付する。

② 保護者から、フィルタリングサービスを利用しない、又はフィルタリング有効化措置を講じない旨の申出が
　 あった場合には、正当な理由等を記載した書面に記載・記録された事項を、書面かデータで保存する。

　保護者は、青少年がインターネットを利用して違法・有害な行為をすることを防ぐため、利用状況を適
切に把握し、的確に管理するように努めましょう。

インターネット接続役務提供事業者

○スマホショップ
○家電量販店
○通信機器レンタル店

　フィルタリングに関連する事業者は、提供するサービスの性能等の向上を図るように努めなければなり
ません。また、インターネット接続役務提供事業者は、契約の相手方に対し、利用者に青少年が含まれる
場合には、フィルタリングの利用を勧奨するように努めなければなりません.

「ファミリ eルール講座」
９

16 携帯電話端末等における有害情報の閲覧防止措置（第18条の12）

一　インターネットを不適切に利用することにより、青少年が違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害
　　な行為をするおそれがあること

二　保護者が青少年のインターネット利用を適切に監督するために有益な役務であって、事業者が提供することが
　　可能であるものの内容

三　保護者がフィルタリングサービスを利用しない、又はフィルタリング有効化措置を講じない申出をする場合は、
　　正当な理由その他の事項を記載した書面を提出する義務があること

保護者に対する説明事項

一　青少年が就労している場合に、フィルタリングサービスを利用し、又はフィルタリング有効化措置を講ずるこ
　　とでその青少年の業務に著しい支障がある場合

二　青少年が心身に障害を有し、又は疾病にかかっている場合に、フィルタリングサービスを利用し、又はフィル
　　タリング有効化措置を講ずることでその青少年の日常生活に著しい支障がある場合

三　事業者が提供するインターネットの利用状況の閲覧を可能とするサービスを利用すること等により、青少年が
　　インターネット上の青少年有害情報を閲覧することがないように、保護者が適切に監督する場合　など

正当な理由とは、次のような場合です。
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